
 

 

 

立地エントリー制度について 

（１）立地エントリー制度の概要 

  愛知県企業庁では、新規開発用地の工業用地の造成・分譲にあたり、当地区

への立地を具体的に検討されている企業を立地エントリー企業として登録す

る際に、ニーズや意見等をあらかじめ聴取して、当地区の造成・分譲計画の参

考とさせていただくことで、地域社会の発展に資する工業用地の形成を目指

すことを目的としており、土地売買契約を確約するものではありません。 

本制度の対象となる工業用地の分譲は一般公募とし、用地購入申込みの受付

終了後、愛知県企業庁用地立地審査委員会において、立地内定企業を決定しま

すが、その立地内定企業の決定に当たっては、立地エントリー企業を優先しま

す。 

なお、本制度の対象となる工業用地の造成・分譲計画については、各種法令

等に則り、造成工事完了及び分譲開始に向け手続きを進めてまいりますが、そ

の過程の中で、やむを得ない事由により計画を変更する場合や、計画を中止す

る場合があることをあらかじめご了承ください。 



 

 

（２）立地エントリー制度の流れ 

＜フローチャート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：立地エントリーの申込受付終了時期については、別途企業誘致課ホームページ

にてご案内します。 

※２：この期間は目安であり、申込状況等により変更する場合があります。 

※３：立地エントリーを途中で辞退される場合は、速やかに愛知県企業庁に申し出て 

ください。 

①立地エントリー申込み（※１） 

②立地エントリー登録完了 

③分譲案内の配布・用地購入申込みの受付開始 

④用地購入申込み 

⑤立地内定企業の決定 

⑥土地売買契約の締結 

立地審査（２～３か月）（※２） 

内定有効期間（３か月） 

愛知県電子申請・届出システムから申込み

していただきます。立地エントリー申込企

業とは必要に応じて後日、面談もしくは電

話等によるヒアリングを実施します。 

造成工事着手以降 

分譲は一般公募とします。 

立地エントリー企業には分譲開始

時期を直接ご連絡します。 

申込受付期間（約３か月） 

立地内定企業の決定に当たっては、

立地エントリー企業を優先します。 

登録完了後、立地エントリー企業に登

録通知を郵送します。 


